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（第９号）

一 般 会 計 補 正 予 算





議案第８号 

 

令和７年度矢板市一般会計補正予算（第９号） 

 

 令和７年度矢板市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 55,276 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 17,532,659 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

   令和８年２月２７日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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１　繰越明許費の追加

1.

2.

4.

２　繰越明許費の変更

2.

補　　　正　　　前

事　業　名

物価高対応子育て
応援手当給付事業

第２表　繰越明許費補正

（単位：千円）

4,574

款 項 事 業 名 金 額

6. 農林水産業費 農 業 費 土 地 改 良 管 理 事 業 62,880

4,820

8. 土 木 費 道 路 橋 り ょ う 費 橋 り ょ う 維 持 事 業 87,000

8. 土 木 費 都 市 計 画 費 わ か ば 通 り 整 備 事 業

3. 民 生 費 児 童 福 祉 費 203
物価高対応子育て
応援手当給付事業

（単位：千円）

款

金　額 事　業　名 金　額

補　　　正　　　後

項

- 8 -



第３表　地方債補正

１　地方債の変更

利率 利率

河 川 整 備 事 業 13,500

消防防災施設整備事業 37,100 28,200

道 路 整 備 事 業 423,700 319,000

県単農業農村整備事業 5,400

12,300

団 体 営 土 地 改 良 事 業 1,400 13,900

償還の
方　法

起 債 の 目 的

補 正 前

（単位：千円）

限 度 額
起債の
方　法

限 度 額
起債の
方　法

償還の
方　法

補 正 後

は つ ら つ 館 解 体 事 業 42,100 35,500

公 営 住 宅 整 備 事 業 11,500 12,700

1,000
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（第２号）

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算





議案第９号 

 

令和７年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和７年度矢板市の介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,045 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 3,149,958 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和８年２月２７日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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（第３号）

国民健康保険特別会計補正予算





議案第１０号 

 

令和７年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度矢板市の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 8,728 千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 3,512,921 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和８年２月２７日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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（第２号）

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





議案第１１号 

 

令和７年度矢板市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和７年度矢板市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条 予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

             （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 ⑷ 主要な建設改良事業  383,351千円      869千円    384,220千円 

   施設整備事業 事業費  

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 水道事業費用   740,961千円     12,718千円    753,679千円 

  第１項 営業費用    709,339千円     1,718千円     711,057千円 

  第２項 営業外費用    30,002千円     11,000千円       41,002千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

363,650 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 296,400 千円」

に、「、当年度分損益勘定留保資金 300,767 千円」を「及び当年度分損益勘定留保

資金 264,897 千円」に改め、「並びに建設改良積立金 31,380 千円」を削り、資本

的支出の予定額を次のとおり補正する。  

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

    収   入 

 第１款 資本的収入    122,000千円     68,119千円     190,119千円 

  第１項 企業債     100,000千円    45,400千円     145,400千円 

  第２項 国庫補助金         1千円     22,719千円      22,720千円 

    支   出 

 第１款 資本的支出    485,650千円       869千円     486,519千円 

  第１項 建設改良費   385,200千円       869千円     386,069千円 
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（企業債） 

第５条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

   （ 起債の目的 ）  （既決限度額）   (補正限度額)    （計） 

    施設整備事業    100,000千円    45,400千円    145,400千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

⑴  職員給与費      78,664 千円        2,587 千円         81,251 千円 

 

令和８年２月２７日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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（第２号）

下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





議案第１２号 

 

令和７年度矢板市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和７年度矢板市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ 

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

             （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 ⑷ 主要な建設改良事業  193,446 千円      775 千円     194,221 千円 

   管渠建設改良費 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 下水道事業費用  698,691 千円      802 千円      699,493 千円 

  第１項 営業費用    661,555 千円      802 千円     662,357 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

118,181 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 118,956 千円」

に、「未処分利益剰余金 45,973 千円」を「未処分利益剰余金 46,748 千円」に改め、

資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 資本的支出    450,681 千円       775 千円     451,456 千円 

  第１項 建設改良費   216,626 千円        775 千円     217,401 千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費

の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

⑴  職員給与費      50,468 千円    1,577 千円      52,045 千円 
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（利益剰余金の処分） 

第６条 予算第１０条中「45,973 千円」を「46,748 千円」に改める。 

 

令和８年２月２７日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳      
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